
山梨県動物愛護指導センター犬、猫等の譲渡選定・健康管理細目 

 

１ 目 的 

 この細目は、「山梨県動物愛護指導センター犬、猫等の譲渡要領」第９に基づき山梨県動

物愛護指導センター（以下「センター」という。）に搬入される犬、猫等の譲渡に関し、そ

の適否を判定する選定基準及びその間の健康管理について定める。 

 

２ 選定基準 

 譲渡対象動物の基準は次のとおりとする。 

 ただし、センター所長が譲渡を受けようとする者の飼養条件等を審査し、適正に飼養する

ことができると認めたときは、この基準の一部を緩和することができる。 

 （１）離乳済みであるもの 

 （２）視診、触診、血液検査等により、ある程度健康と判断されるもの 

 （３）攻撃性のないもの 

 （４）人や社会に適切に順応できると認めるもの 

 

３ 選定基準の判定 

（１）判定は、獣医師を含めた２名以上のセンター職員が譲渡適正判定表（別紙１）によ 

り行う。 

（２）判定は、原則として１動物ごとに１回行うが、必要に応じて複数回行うことができ

る。 

 

４ 判定会 

（１）判定結果は、センター職員全員を構成員とする譲渡判定会に諮り譲渡の適否を決定

する。 

（２）判定会は、センター所長が招集し、必要に応じ開催する。 

 

５ 健康管理手順 

  別紙２のとおりとする。 

 

６ その他 

  本細目に定めるもののほか、必要な事項はセンター所長が別に定める。 

 

附 則 

この細目は、平成２０年４月１日から施行する。 

平成２５年４月１日 一部改正 



平成２７年４月１日 一部改正 

令和２年１１月２５日 一部改正 

令和５年１月４日 一部改正 


